
自動車乗入れ口設置の考え方

1施設に2箇所乗入れ口を設置する場合の考え方

※審査基準 1自動車乗入れ口設置工事(1)の参考例

乗入れ口②乗入れ口①
歩　道

申請地

乗入口の間隔は

※審査基準 1自動車乗入れ口設置工事(2)の参考例

隣接地の乗入れ口との最小離隔幅の考え方

既設乗入れ口 新設乗入れ口
歩　道

申請地隣接地

※ﾏｳﾝﾄ式の場合は3.0ｍ以上

乗入口の間隔は
1.8ｍ以上確保

5.0ｍ以上確保

※審査基準 1自動車乗入れ口設置工事(4)の参考例

３台以上の車両を道路に対して直角に並列して駐車する場合の考え方

新設乗入れ口
歩　道

新設乗入れ口

申請地

乗入口の設置幅 + 1.2ｍ

舗装構成：Ａ型
輪荷重影響幅：Ａ型

申請地

３台以上は設置幅5.0ｍ以内とする。

※縦列駐車は並列駐車台数に数えません。

※ﾏｳﾝﾄ式の場合は設置幅6.0ｍ以内

Ａ型の設置基準を適用する。


